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流域治水プロジェクトの取組について 
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あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の概要と本県の取組状況 
 

 

１．背景 

・ 近年、全国で激甚な水害が頻発しており、さらに今後、気候変動による降雨量の増大が予

測されるなど、気候変動による水災害リスクが増大している。 

・ このため、令和２年７月、国土交通省は「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」を公表

し、「流域治水」への転換を推進する、との方針を示した。 

・ さらに国は、令和２年 10 月に関係省庁による「流域治水の推進に向けた関係省庁実務者

会議」を設置し、令和３年７月 30 日、「流域治水推進行動計画」を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図.流域治水への転換（国土交通省 HP より） 

 

２．流域治水の概要 

・ 流域治水とは、堤防の整備などの対策をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域に

わたる河川に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方である。 

・ 地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、②被害対象を減少させるため

の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で進める。 

 
図.「流域治水」のイメージ（R3.7.30 策定 流域治水推進行動計画） 
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３．取組の進め方 

 (1) 流域治水協議会の設置 

各水系において国、県、市町村等の関係者による「流域治水協議会」を設置し、被害の防

止・軽減に資する流域における対策を検討し、密接な連携体制を構築する。 

(2) 「流域治水プロジェクト」の策定・公表 

流域治水に取り組む実施主体や対象、内容、工程等を示した「流域治水プロジェクト」を

策定、公表し、周知する。 

 

４．本県の取組状況（令和４年１月末現在） 

 (1) 流域治水協議会の設置及び流域治水プロジェクトの策定状況 

  ・ 本県においては、北上川水系及び馬淵川水系（一級水系）、久慈川水系、閉伊川水系、

小本川水系、甲子川水系及び気仙川水系（二級水系）の７水系で流域治水協議会を設置し、

「流域治水プロジェクト」を公表しているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図. 岩手県内における流域治水協議会（令和４年１月末時点） 
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 ５．今後の進め方 

 (1) 流域治水プロジェクトについて 

①  プロジェクト策定済の水系における取組 

・ 策定した流域治水プロジェクトに基づき、流域の関係者と共にハード・ソフト一体と

なった事前防災対策を推進します。 

・ 各水系のプロジェクト内容を住民等へ周知するとともに、各地域で防災活動に取り組

む団体等の流域治水協議会への参画を促進し、対策の更なる充実、協働体制の強化を図

ります。 

②  未策定水系における取組 

・ 小本川での宅地かさ上げや、高齢者利用施設と隣接する事業者による避難訓練等、

先進的な取組事例を紹介し、流域治水の考え方の浸透を図ります。（別紙１） 

・ 防災まちづくりや住民一人ひとりの避難行動へ繋げるため、洪水浸水想定区域図の

作成を進めます。 

(2) 「大規模氾濫減災協議会」について 

避難や水防対策については、引き続き、大規模氾濫減災協議会において「地域の取組方針」

を作成し、これを「流域治水プロジェクト」に位置付けることで、取組を推進していきます。 
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【参考１】大規模氾濫減災協議会と流域治水協議会について 

緊急⾏動計画 H28〜R2 （５か年）

「緊急行動計画」の今後の展開について

⽔防災意識社会の再構築 (⼤規模氾濫減災協議会 国管理河川１２９協議会)

流域治⽔プロジェクト R3〜

避難・⽔防対策
避難計画、防災教育、⽔位情報の強化、⽔防体制の充実など R2概ね完了⾒込み

危機管理型ハード対策等
地域の取組⽅針

※未達成のものは要因を分析し、流域治⽔プロジェクトとして位置づける

河川対策の検討
河川整備、ダム建設など 下⽔道、流出抑制、⼟地利⽤・住まい⽅の⼯夫、

浸⽔拡⼤抑制、利⽔ダムの活⽤など

流域対策の検討

R3以降

⼤規模氾濫減災協議会

避難・⽔防対策
地域の取組⽅針

避難計画、防災教育、⽔位情報の強化、⽔防体制の充実など

○ 水防災意識社会の実現に向け、令和2年度を目標として、円滑かつ迅速な避難・被害軽減のための取り組

み等について「緊急行動計画」として取りまとめ着実に推進してきた。このうち、危機管理型ハード対策につい
ては、令和2年度までにおおむね完了の見込みとなったところ。

○ 緊急行動計画に含まれていた避難や水防対策については、引き続き、大規模氾濫減災協議会において「地
域の取組方針」を作成するとともに、これを各河川で進められている「流域治水プロジェクト」に位置付けること
で、あらゆる関係者との密接な連携体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

※１
⼤規模氾濫減災協議会では、緊急⾏動計画に危機管
理型ハード対策（河川法に係るもの）を位置づけ取
り組んできたが、R2に概ね完了するため、R3以降は、
避難・⽔防対策の更なる充実を図る。

※２

※１

※２
R3以降、⼤規模氾濫減災協議会では、避難・⽔防対
策の更なる充実を図る。流域治⽔協議会は、⼤規模
氾濫減災協議会等における取組の状況等を確認・点
検し 、流域治⽔プロジェクトに記載する。

学識者懇談会・流域委員会
流域治⽔協議会 国管理河川１１８協議会
＜河川対策、ソフト対策を共有＞

 
 

【参考２】R3.3.30 流域治水プロジェクト策定・公表時説明資料 

 


